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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膚係合部及び切断要素を有するシェーバであって、前記皮膚係合部は、ユーザの皮膚
に対して引力を生成するように構成された力生成部材を有し、前記シェーバは更に、使用
の間に前記力を選択的に調節することができる制御要素を有し、
　前記制御要素は、前記皮膚に関連するパラメータを測定するためのセンサと、前記パラ
メータの測定された特性に応じて前記引力を選択的に適応させるためのコントローラと、
を有する、シェーバ。
【請求項２】
　前記力生成部材は電気付着要素を有する、請求項１に記載のシェーバ。
【請求項３】
　前記電気付着要素は、交流電圧源に接続された電荷保持電極であって、前記電極と皮膚
との間の接触を防止するための絶縁層により被覆された電荷保持電極を有する、請求項２
に記載のシェーバ。
【請求項４】
　前記電気付着要素は、隣接する第１の電極及び第２の電極であって、前記電極と皮膚と
の間の接触を防止するための絶縁層により被覆され、前記第１の電極及び前記第２の電極
が互いと反対に充電されるように直流電流源に接続された、第１の電極及び第２の電極を
有する、請求項２に記載のシェーバ。
【請求項５】



(2) JP 6113825 B2 2017.4.12

10

20

30

40

50

　前記パラメータは、皮膚に対する前記皮膚係合部の動きの方向を示すものである、請求
項１乃至４のいずれか一項に記載のシェーバ。
【請求項６】
　前記パラメータは、前記切断要素に先行する皮膚のドーミングの度合いを示すものであ
る、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のシェーバ。
【請求項７】
　前記コントローラは、所定の値を超えたドーミングの度合いの検出に応じて、前記引力
を増大させるように構成された、請求項６に記載のシェーバ。
【請求項８】
　前記皮膚係合部は、複数の力生成部材を有し、各前記力生成部材の引力は、他の前記力
生成部材とは独立して選択的に適応させられることができる、請求項１乃至７のいずれか
一項に記載のシェーバ。
【請求項９】
　前記コントローラは、皮膚における前記シェーバの測定された動きの方向において前記
切断要素の前方にある前記力生成部材の引力を選択的に調節するように構成された、請求
項５乃至８のいずれか一項に記載のシェーバ。
【請求項１０】
　前記切断要素は、シェービングの間に毛の切断を実行するよう前記皮膚係合部に対して
動くことができる、請求項１乃至９のいずれか一項に記載のシェーバ。
【請求項１１】
　前記シェーバは複数の切断要素を有し、前記切断要素のそれぞれが、回転カッタを持つ
回転式シェービングヘッドを有する、請求項１０に記載のシェーバ。
【請求項１２】
　前記皮膚係合部は、複数の切断要素が配置されたフェイスプレートを有し、前記複数の
切断要素のそれぞれが、回転カッタを持つ回転式シェービングヘッドを有し、前記フェイ
スプレートの周囲に分散された複数の力生成部材が備えられ、前記コントローラは、前記
センサにより測定された動きの方向に応じて、前記測定された動きの方向に対して前記回
転式シェービングヘッドの前方にある前記力生成部材の引力を選択的に増大させるように
動作可能である、請求項５に記載のシェーバ。
【請求項１３】
　前記シェーバは、保護部に装着された１つ以上の細長い刃を持つ湿式シェーバである、
請求項１～４、６、７のいずれか一項に記載のシェーバ。
【請求項１４】
　シェーバの動作を制御する方法であって、
　ユーザの皮膚において動きの方向に前記シェーバの皮膚係合部を動かすステップであっ
て、前記皮膚係合部は皮膚に係合し、切断要素が切断されるべき毛に係合するステップと
、
　前記切断要素に先行する皮膚の伸張の度合いを調節するため、前記動きの間、皮膚と前
記皮膚係合部の少なくとも一部との間の引力を調節するステップと、
　前記皮膚に関連するパラメータを測定するステップと、
　前記パラメータの測定された特性に応じて前記引力を選択的に適応させるステップと、
を有する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はシェーバに関し、更に詳細には、使用時にシェービング効果を改善するように
適応することが可能なシェーバに関する。本発明は、静止切断要素と可動切断要素との両
方を持つシェーバに適用され、更に斯かる装置の動作の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　シェービングにおいて、切断要素の皮膚との係合を制御して、安全と快適さを維持しつ
つ、最良で最も安定したシェービング体験を実現させることが重要である。刃又は切断要
素の前方にある皮膚の突出度合は、ドーミング（doming）と呼ばれる。シェービング圧力
を増大させることは、シェービングの密着度を改善し得るが、ドーミングをも増大させ得
る。ドーミングが増大すると、切断要素が皮膚を損傷させてしまう可能性も高まる。それ
故、シェービングシステムにおける皮膚のドーミングは、シェービング体験については基
本的に重要なことである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特定のシェービングシステムについての皮膚ドーミングは、システムの幾何及び使用さ
れる材料に依存する。加えて、皮膚ドーミングは、シェービング圧力、速度、方向の変化
、身体の領域、及び人物の皮膚特性の個々の相違によっても変化する。斯くして、皮膚を
損傷させること又は不快感を引き起こすことなく達成され得るシェービングの密着度及び
切断のリスクに関して、かなりのばらつきが存在する。
【０００４】
　湿式シェービングにおいては一般に、皮膚の摩擦を増大させる弾性のある皮膚伸張部を
付加することにより、皮膚ドーミングが制御される。該伸張部は、切断要素及び通常は皮
膚上での使用の明白な一方向を持つ湿式シェービングかみそりの前方に配置される。皮膚
を張るように伸張させることにより、切断要素又は刃の前方にドームを形成する可能性が
低減させられる。更に、皮膚に対する伸張効果を更に増大させる潤滑性ストリップが、切
断要素又は刃の後方に配置されても良い。欧州特許出願公開EP1697095に記載されるよう
に、皮膚を能動的に伸張させることを意図した装置も提案されている。
【０００５】
　乾式シェービングにおいては、シェーバは皮膚の上で複数の方向に頻繁に動かされる。
このことは、回転型乾式シェービングにおいては、又は往復型ホイル電気シェービングに
おいては、皮膚上のいずれの方向にも動きを可能とすることを必要とするために、保護部
又は皮膚係合面が制限されてしまうことを意味する。
【０００６】
　それ故、湿式シェービングシステムにおいて利用されるタイプの皮膚伸張方法は可能で
はない。特定の設計において、シェービングヘッドの保護部材（金属箔又はシェービング
キャップ）又は皮膚係合面は、皮膚を支持し、切断要素と接触する圧力及び角度を制御す
ることを支援する、環又は突起の形をとる伸張要素を備え得る。皮膚伸張要素を備えた回
転式シェーバは、国際特許出願公開WO02051598に開示されている。
【０００７】
　それ故、皮膚上におけるシェーバの動きの方向にかかわらず、皮膚ドーミングの優れた
制御を可能とするシェーバを提供することが望ましいものとなり得る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によれば、皮膚係合部及び切断要素を有するシェーバであって、前記皮膚係合部
は、ユーザの皮膚に対して引力を生成するように構成された力生成部材を有し、前記シェ
ーバは更に、使用の間に前記力を選択的に調節することができる制御要素を有する、シェ
ーバが提供される。引力の増大の結果、皮膚上における動きの間の局所的な摩擦力もまた
増大させられる。該増大させられた摩擦力は、皮膚を選択的に伸張させるために利用され
ることができ、斯くして皮膚ドーミングを低減させる。皮膚係合面と皮膚との間の摩擦力
は、摩擦係数及びユーザによりかけられる力に依存することは理解されるであろう。それ
にもかかわらず、他の領域に対して或る領域において選択的に摩擦力を増大させることは
、ユーザによりかけられる全体的な力とは独立して実行されることができる。
【０００９】
　引力を局所的に変化させる種々の方法が考えられ、これら方法には、皮膚係合部におけ
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る小型のノズル又は開口及び適切な真空源により提供される吸引の利用が含まれる。しか
しながら、本発明の好適な実施例によれば、力生成部材は、静電気引力により皮膚表面に
引き寄せられる電気付着要素を有する。静電気引力及び電気付着の原理は良く知られてお
り、シェーバの望ましい構成及び動作によって種々の形態で実施化され得る。皮膚におけ
る静電効果の基本原理は、Mallinckrodtらにより発見及び記述され（1950年）、「Percep
tion by the skin of electrically induced vibrations」（Science、118（3062:277-27
8頁、1953年））において発表されている。最近では、壁面走行ロボット等を含む種々の
目的に電気付着が利用されることを可能とする市販の例が開発されている。
【００１０】
　電気付着要素は、薄型絶縁体により皮膚から遮蔽された電荷保持導電体又は電極を有し
ても良い。これら電極は、例えば複合体内の黒鉛又は導電フィルタを用いて、非導電性の
皮膚係合部へと成型されても良い。代替としては、これら電極は、電極を覆うように塗布
された絶縁ラッカー層（例えば巻線のため良く知られている）を持つ皮膚係合部に付加さ
れても良い。斯かる構成は斯くして、シェービングシステムの形状及び制約内で、経済的
に製造されることができる。
【００１１】
　本発明の一実施例においては、該電極は、好適には７０Ｖと２００Ｖとの間の、交流電
圧により充電される。スイッチング周波数は、所望の結果によって調節されても良く、典
型的には５０乃至２００Ｈｚであっても良い。皮膚に対するいずれの漏れ電流も、マイク
ロアンペアの範囲以下であり、ユーザには知覚されない。
【００１２】
　本発明の代替実施例においては、前記電気付着要素は、隣接する第１の電極及び第２の
電極であって、前記第１の電極及び前記第２の電極が互いと反対に充電されるように直流
電流源に接続された、第１の電極及び第２の電極を有する。このことは、スイッチングの
必要なく、直流（ＤＣ）電圧が皮膚による表面への引力の変化を誘導することを可能とす
る。
【００１３】
　本発明の更なる態様によれば、前記制御要素は、皮膚に関連するパラメータを測定する
ためのセンサと、前記パラメータの測定された特性に応じて前記引力を選択的に適応させ
るためのコントローラと、を有しても良い。このようにして、皮膚表面におけるリアルタ
イム測定に基づく直接のフィードバックが、シェービング効果を改善するために引力が変
更されることを可能とし得る。斯かるフィードバックがない場合、他のパラメータに基づ
いて又は所定のプログラムに基づいて引力が適応されても良いことは、理解されるであろ
う。
【００１４】
　引力の制御のため、種々のパラメータが感知及び利用されても良い。好適な一実施例に
おいては、該パラメータは、皮膚に対する皮膚係合部の動きの方向を示すものであっても
良い。このことは、コントローラが引力を適応させることを可能とし、切断要素の背後の
引力に比べて、切断要素の前方に強い力が存在することを確実にする。シェービング方向
を検出するための、種々の方法が存在する。皮膚上の皮膚係合部の摩擦及び動きにより作
動させられる電気スイッチが備えられても良い。より好適な実施例においては、コンピュ
ータのマウスにおいて一般に用いられているような態様で配置された、光センサが備えら
れても良い。該センサは、約３０Ｈｚの頻度で画像を撮影し、連続する画像間の差分から
動きベクトルを算出する。正味の動きベクトルは、コントローラにより評価されるか又は
コントローラに供給される。
【００１５】
　好適に測定され得る他のパラメータは、切断要素の前方の皮膚のドーミングの度合を示
すパラメータである。皮膚ドーミングを検出する堅実な方法は、実際のドーミング又はド
ーミング圧力を直接に測定することである。このことは、皮膚係合部と切断要素との間の
適切な位置に感知プローブを置くことにより実現され得る。
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【００１６】
　単純な形態においては、該測定装置は、皮膚ドーミングの２つの状態（例えば高い及び
低い）間を識別することが可能であっても良い。コントローラが、所定の値を超えるドー
ミングの度合いを検出すると、引力を増大させるように構成されても良い。このことは、
皮膚伸張部が、検出された状態によって高い摩擦と低い摩擦とを切り換えることを可能と
する。時間又は測定される値における、２つの状態間の十分な安定領域は、ヒステリシス
を回避し、該システムが実用的なものとなることを可能とし、ドーミングの極端な場合を
軽減することにより皮膚ドーミングの変動を低減させる、実際的な利点を持つことを可能
とする。フィードバック制御技術の分野から広く知られているように、高い解像度の感知
構成が、より最適な制御システムを可能とする。
【００１７】
　実際のセンサは、シェービングの間に皮膚と接触する圧電素子であっても良い。このこ
とは、湿式シェービングシステムにおける湿式環境においてさえも、力の測定を可能とす
る。代替としては、光学系は近距離ＩＲ近接センサを用いても良い。泡を用いる湿式シェ
ービングの場合においても、このことは皮膚ドーミングの利用可能な代理値を提供し得る
。回転式又は往復式システムにおいては、皮膚ドーミングは、フェイスプレートにおける
凹部において、又はホイル若しくはキャップに形成されたスロットを通して、測定されて
も良い。更なる代替は、皮膚係合部（保護部）と切断要素との間における、刃のすぐ前方
の皮膚に接触し該皮膚上を辿る、力学的要素である。該要素は、皮膚ドーミング値を測定
するため電位差計に結合されても良い。電気的な測定方法の利点は、力生成部材に対する
直接のフィードバックを可能とする点である。
【００１８】
　更に好適な実施例においては、前記皮膚係合部は、複数の力生成部材を有し、各前記力
生成部材又は力生成部材の群の引力は、他の前記力生成部材とは独立して選択的に適応さ
せられることができる。斯かる構成は、回転式又は往復式シェーバのような、切断の間に
種々の方向に進ませられることができるシェーバについて、特に有用である。なぜなら、
切断要素に先行するこれら部分が適応されることを特に可能とするからである。斯かるシ
ェーバは、切断要素がシェービングの間に毛の切断を実行するように皮膚係合部に対して
移動可能であることを特徴とし得る。上述したコントローラ及び方向センサは、皮膚上の
シェーバの動きの測定された方向において切断要素に先行して位置する力生成部材の引力
を選択的に調節するように構成されても良い。好適には、該シェーバは複数の切断要素を
有し、該切断要素のそれぞれが、回転カッタを持つ回転シェービングヘッドを有する。該
ヘッドは、フェイスプレートに装着されても良く、選択的に作動させられることができる
力生成部材が、該回転シェービングヘッドの周囲のフェイスプレートの領域に配置される
。しかしながら、回転式シェーバのキャップ又はヘッドの皮膚係合領域が、斯かる力生成
部材を備えても良いことは、理解されるであろう。
【００１９】
　本発明の特定の実施例においては、該シェーバの前記皮膚係合部は、複数の切断要素が
配置されたフェイスプレートを有し、前記複数の切断要素のそれぞれが、回転カッタを持
つ回転式シェービングヘッドを有し、前記フェイスプレートの周囲に分散された複数の力
生成部材が備えられ、前記コントローラは、前記センサにより測定された動きの方向に応
じて、前記測定された動きの方向に対して前記回転式シェービングヘッドの前方にある前
記力生成部材の引力を選択的に増大させるように動作可能である。
【００２０】
　しかしながら、上述したように、該シェーバは、保護部に装着された１つ以上の細長い
刃を持つ湿式シェーバであっても良い。この場合には、選択的に作動させられる領域は、
該保護部の皮膚係合部に配置されても良い。
【００２１】
　本発明はまた、シェーバの動作を制御する方法であって、ユーザの皮膚において動きの
方向に前記シェーバの皮膚係合部を動かすステップであって、前記皮膚係合部は皮膚に係
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合し、切断要素が切断されるべき毛に係合するステップと、前記切断要素に先行する皮膚
の伸張の度合いを調節するため、前記動きの間、皮膚と前記皮膚係合部の少なくとも一部
との間の引力を調節するステップと、を有する方法に関する。上述したように、このよう
に皮膚を伸張させることにより、ドーミングが低減させられ、改善された快適さが実現さ
れ得る。
【００２２】
　好適な一形態においては、該方法は、切断要素に先行する皮膚ドーミングを示すパラメ
ータを測定し、斯かる皮膚ドーミングを調節するために引力を選択的に調節するステップ
を有する。
【００２３】
　該方法は更に、又は代替として、動きの方向を示すパラメータを測定し、切断素子に先
行する引力を増大させるステップを有しても良く、これによりシェーバの動きの方向にか
かわらずドーミングが制御され得る。
【００２４】
　本発明の特徴及び利点は、以下の幾つかの実施例の図面を参照しながら説明される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】従来の湿式シェーバの模式的な断面図を示す。
【図２】本発明の第１の実施例によるシェーバの模式的な断面図を示す。
【図３】従来の回転式シェーバの斜視図を示す。
【図４】線ＩＶ－ＩＶに沿った図３のシェーバの部分的な断面図を示す。
【図５】本発明による回転式シェーバの模式的な断面図を示す。
【図６】本発明の第２の実施例による回転式シェーバのフェイスプレートの前面図を示す
。
【図７（Ａ）】使用の間の図６のシェーバの図を示す。
【図７（Ｂ）】使用の間の図６のシェーバの図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１は、ハンドル部２、保護部４、及び保護部４内に装着された一対の切断刃６を有す
る、従来の湿式シェーバ１の模式的な断面図を示す。該保護部は、皮膚係合部８を持ち、
刃６の切断端１０が、皮膚係合部８の面に略存在している。
【００２７】
　使用の間、シェーバ１の皮膚係合部８は、ユーザの皮膚Ｓに押し付けられ、方向Ｍに動
かされる。刃６によりかけられる圧力及び固有の弾性により、皮膚Ｓは、刃６間、及び刃
６と保護部４との間のような、保護部４が支持されていない領域において、保護部４に向
けて延在する隆起Ｂを形成させられ、この効果は、ドーミングとして知られている。ドー
ミングを低減させるため、該保護部は、刃６の前方に皮膚伸張部１２、及び刃６の後方に
潤滑性ストリップ１４を備える。皮膚伸張部１２は、リブ状のゴム状部を有する摩擦を増
大させられた領域である。潤滑性ストリップ１４は、滑らかな水溶性高分子を有し、摩擦
を低減させられた領域を提供する。これら領域の全体的な効果は、皮膚が刃の領域におい
て伸張される又は張った状態で保持されるようにし、斯くしてドーミングの量を低減させ
ることである。
【００２８】
　図２は、図１と同様の模式的な断面図で、本発明の第１の実施例による湿式シェーバ２
０Ａを示し、ここで同様の要素は同様の参照番号を付与されている。シェーバ２０は、全
体的に従来のシェーバ１と類似するが、皮膚伸張部１２が電気付着要素２２により置き換
えられている点が異なる。電気付着要素２２は、絶縁層２６に組み込まれた複数の電極２
４を有する。交番する電極２４'、２４''は、ＤＣ電圧源２８の正及び負端子に接続され
る。電圧源２８を接続することにより、電極２４は充電され、皮膚Ｓに局所的な電荷をも
たらし、従って皮膚Ｓは要素２２に向けて静電気力により引かれる。図２はまた、刃６の
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前方にある皮膚ドーミングの度合いを決定するための、保護部４に配置されたセンサ３０
を示している。センサ３０は、ＩＲ放射を検出することが可能な赤外（ＩＲ）光ダイオー
ドである。また、ＬＥＤ３２の形をとるＩＲ光源が、センサ３０から僅かの距離をおいて
、保護部４内に配置される。センサ３０及びＬＥＤ３２は共に、信号を処理するための適
切な回路を含む、コントローラ３４に接続される。使用時には、ＬＥＤ３２は、皮膚Ｓに
よって反射されるＩＲ光を発する。コントローラ３４は、いつ隆起Ｂが形成されたかを決
定するように設定される。この時点において、信号が電圧源２８に送られ、電気付着力を
増大させるために電極２４に印加される電圧を増大させる。このことは、刃６の前方にお
ける増大された摩擦、及び皮膚Ｓのより大きな伸張に帰着し、隆起Ｂのサイズの低減に導
く。単純な制御原理が説明されたが、当業者は、変調及び三角測量手法により近接度を評
価するため、より複雑なセンサ回路が利用されても良いこと、及び、代替として音響セン
サ、圧電センサ及び触覚センサが利用されても良いことを理解するであろう。
【００２９】
　図３は、「乾式」シェービングのために用いられる従来の回転式電気シェーバ１００を
示す。シェーバ１００は、本体１０１と、フェイスプレート１０４に装着された３個のヘ
ッド１０２を有する。該ヘッドのそれぞれは、複数の毛受容スロット１０８を持つ外側キ
ャップ１０６を有し、該スロットによって、毛がキャップ１０６に入り、下にある回転刃
（下記参照）により切断されることができる。
【００３０】
　図４は、図３における線ＩＶ－ＩＶにおいてとられた、ヘッド１０２の１つの詳細を示
す。本図は、キャップ１０６のスロット１０８を通って突出する毛Ｈを示している。カッ
タ１１０は、従来のように、スロット１０８との相互作用により毛Ｈを切断するように、
方向Ｘに動いているものとして示される。図４はまた、皮膚ＳがＢにおいてスロット１０
８へと隆起する態様を示している。本図において、ヘッド１０２は、方向Ｘに対応する方
向Ｍに動いている。それ故、隆起Ｂは、スロット１０８の一方の側に押し付けられる。し
かしながら、カッタ１１０が回転しており、それ故該カッタの局所的な動きの方向Ｘは常
に皮膚Ｓ上のヘッド１０２の動きの方向Ｍに対応するわけではないことは、理解されるで
あろう。
【００３１】
　スロット１０８への皮膚の隆起Ｂのため、皮膚Ｓはカッタ１１０との接触により損傷を
受け得る。該損傷は、キャップ１０６の厚さを増大させること、及びスロット１０８の幅
を減少させることを含む、種々の手段により低減させられ得る。これら適応の殆どは、達
成され得る最終的なシェービングの密着度に負の影響を及ぼす。
【００３２】
　図５は、本発明の実施例による、回転式シェーバ１００Ａの一部の模式的な断面図を示
す。図３及び４の要素に類似する要素は、同様の番号により示される。
【００３３】
　図５によると、フェイスプレート１０４は、電気付着要素１２２を備える。電気付着要
素１２２はそれぞれ、図２に関連して以上に説明されたものと同じ態様で、絶縁層１２６
に組み込まれた複数の電極１２４を有する。交番する電極１２４'、１２４''は、ＤＣ電
圧源１２８の正及び負端子に接続される。電圧源１２８を接続することにより、電極１２
４は充電され、皮膚Ｓに局所的な電荷をもたらし、従って皮膚Ｓは要素１２２に向けて静
電気力により引かれる。
【００３４】
　また、図２と同様に、皮膚ドーミングの度合いを決定するためのセンサ１３０が、フェ
イスプレート１０４に配置される。センサ１３０は、ＩＲのＬＥＤ１３２と共に動作して
、キャップ１０６におけるスロット１０８を通る皮膚Ｓの隆起を決定する、ＩＲ光ダイオ
ードである。センサ１３０及びＬＥＤ１３２は共に、信号を処理するための適切な回路を
含む、コントローラ１３４に接続される。使用時には、ＬＥＤ１３２は、皮膚Ｓによって
反射されるＩＲ光を発する。コントローラ１３４は、隆起Ｂの量を決定し、必要に応じて
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電気付着力を調節するため、電極に印加される電圧を増大させる信号を電圧源１２８を発
するように設定される。本実施例においては、隆起がキャップを通して測定されるが、フ
ェイスプレートに形成された凹部において、フェイスプレートの前方、又はフェイスプレ
ートとキャップ又はホイルとの間において、測定されても良いことは理解されるであろう
。
【００３５】
　単純な制御原理が説明されたが、当業者は、変調及び三角測量手法により近接度を評価
するため、より複雑なセンサ回路が利用されても良いこと、及び、代替として音響センサ
、圧電センサ及び触覚センサが利用されても良いことを理解するであろう。
【００３６】
　図６は、本発明の更なる実施例による、回転式シェーバ１００Ｂのフェイスプレート１
０４の模式的な前面図を示す。図３及び５の要素に類似する要素は、同様の番号により示
される。
【００３７】
　図６は、フェイスプレート１０４の周囲に分散させられた複数の電気付着要素１２２、
及び本実施例においては該フェイスプレートの中央に配置された光方向センサ１３８の存
在により、図５の実施例と異なっている。光センサ１３８は、コントローラ１３４に動作
可能に接続されている。
【００３８】
　図７Ａ及び７Ｂは、シェーバ１００Ｂの動作の間の、図６のフェイスプレート１０４の
前面図を示す。使用の間、光センサ１３８が約３０Ｈｚの頻度で画像を撮影し、コントロ
ーラ１３４が連続する画像間の差分から動きベクトルを算出する。コントローラ１３４は
、動きＭの方向及び速度を決定するために、該動きベクトルを利用する。該測定に基づい
て、動きの方向Ｍに対してヘッド１０２の前方に位置する電気付着要素１２２の引力を増
大させ、ヘッド１０２の後方に位置する要素１２２の引力を減少させる。斯くして皮膚が
しっかりと保持され、皮膚ドーミングが低減される。
【００３９】
　斯くして、以上に議論された特定の実施例を参照しながら、本発明が説明された。これ
ら実施例には、当業者には良く知られた種々の変更及び代替の形態の余地があることは、
理解されるであろう。特に、図５乃至７の構成は、開示されたキャップの代わりに、箔を
用いた往復動式シェーバにも適用可能であり得る。
【００４０】
　以上に説明されたものに加えた多くの変更が、本発明の精神及び範囲から逸脱すること
なく、ここで説明された構造及び手法に為され得る。従って、特定の実施例が説明された
が、これら実施例は単に例であり、本発明の範囲を限定するものではない。
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